
地方自治法第１７８条による地方公共団体の長の議会解散権に関する制度の 

見直しを求める意見書 

 

現行の制度下において、地方公共団体の執行機関たる長と地方公共団体の議決機関たる

議会を構成する議員は、それぞれ直接住民から選挙される二元代表制を採用し、対等な関

係のもと相互牽制の役割を果たす権限が与えられており、両者の間に政治的対立が生じ調

和が保たれなくなった場合には、地方自治法第１７８条の規定により、議会には長に対す

る不信任議決、長には不信任議決に対応する議会解散権を与えることで均衡を図っている。 

 しかしながら、長自身の不祥事を理由として不信任の議決を受けたにもかかわらず、大

義なく議会の解散を強行するという事態が相次いでおり、選挙を通して民意へ問い直すた

めの制度は形骸化していると言える。 

このような長の判断は、不祥事から目をそらし、自己保身のための戦術として制度を濫

用しているものと言わざるを得ず、地方行政の停滞を招くこととなる憂慮すべき事態とな

っている。 

 不信任議決の成立には、議員数の３分の２以上の出席とその出席議員の４分の３以上の

同意を要するという極めて厳格な要件が課されているが、当市議会においては、全会一致

で可決するという非常に強い意思表示がされたにもかかわらず、このような場合において

も議会を解散することができる制度となっている。 

 長が制度の趣旨に鑑みることなく、権限の濫用により議会を解散する事態が生じれば、

いたずらに時間と費用を消費する選挙が執行されることとなり、長の一身上の問題である

にもかかわらず、その負担は市民にのしかかるという不条理が発生する。 

 地方自治における健全な二元代表制の維持、ひいては市民の信頼に基づく民主的統治の

実現のためには、一方的に行使可能な長の議会解散権に対し、制度的な歯止めが必要不可

欠である。 

 よって、地方自治法第１７８条による長の議会解散権に関する制度について、速やかに

見直し、地方公共団体の長による恣意的な議会解散を防止する制度を整備するよう強く要

望する。 
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